
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

非該当 該当 

約３か月～１年後にサービスの利用状況や、心身の状態等を確認さ

せていただき、状態に合わせた支援につなげていきます 

ケアプランの作成 
心身の状態に合わせて、適切なサービス（Ｐ２～３参照）をご提案させていただきます 

ケアプランをもとに、ご本人・ご家族と介護サービス事業所等

と、今後の支援について検討します 

 サービスの利用 

日常生活に支障があり、介護等の 

支援が必要と判断された方 

介護予防事業対象と判断 
福井市の介護予防事業や 

地域活動等を活用しましょう。 

要介護１～5 要支援１～２ 

元気度調査の実施 要介護認定申請 

非該当 
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総合事業とは、いつまでも住み慣れた地域で、自分らしく暮らしていけるよう、さま

ざまな地域の社会資源やサービス等を活用しながら、高齢者の方の生活を支えてい

く仕組です。日頃から、地域の集いの場や趣味活動等への参加、継続は介護予防に

とても効果的です。また、病気等による心身の機能低下や、日常生活に不都合がある

方は、介護予防・生活支援サービス等の公的なサービスをご利用しながら、状態の悪

化防止や改善に向けて取り組みましょう。  

【サービス利用の流れ】 

福井市介護予防・日常生活支援総合事業 
（略称：総合事業） 

 

地域包括支援センターが、ご本人の心身の状態や、日頃の過ごし方、

利用希望のサービス等についてお聞きし、支援の必要性を判断しま

す 

１ 


